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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】自分の周囲にいる人の中から自分の都合の良い
人間を把握することができる情報管理装置、情報管理シ
ステム、通信端末および情報管理方法を提供する。
【解決手段】情報管理部２０３が、一のユーザ端末であ
るメガネ型通信端末１００から、対象ユーザの探索要求
を受け付けると、対象ユーザ検索部２０４は、タスクテ
ーブル記憶部２０２に記憶された探索条件に合致した対
象ユーザ（メガネ型通信端末）のユーザＩＤを取得する
。そして、対象ユーザ検索部２０４は、取得された対象
ユーザ（メガネ型通信端末）のユーザＩＤに対応する位
置情報をタスクテーブル記憶部２０２から抽出して、現
在位置情報推定部２０５が、位置情報の推定処理をした
後の位置情報をメガネ型通信端末１００に通知する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一のユーザ端末から、ユーザが指定した探索条件を含む対象ユーザ端末の探索要求を受
け付ける受信手段と、
　前記ユーザ端末を識別するための識別情報、前記ユーザ端末の位置情報および前記ユー
ザ端末より受け付けた探索条件を関連付けたタスクテーブルを記憶するタスクテーブル記
憶手段と、
　前記受信手段により受信された探索条件と、前記タスクテーブル記憶手段に記憶されて
いる探索条件に基づいて、一または複数の対象ユーザ端末の識別情報を取得する識別情報
取得手段と、
　前記識別情報取得手段により取得された一または複数の対象ユーザ端末の識別情報に対
応する位置情報を前記タスクテーブル記憶手段から抽出して、前記一のユーザ端末に通知
する通知手段と、
　を備える情報管理装置。
【請求項２】
　前記識別情報取得手段は、探索条件として、前記一のユーザ端末のユーザの目的および
当該目的に対応付けられた条件に基づいて、当該目的および条件に合致した対象ユーザ端
末の識別情報を取得することを特徴とする請求項１に記載の情報管理装置。
【請求項３】
　前記ユーザ端末のユーザの属性情報を、前記ユーザ端末を識別するための識別情報に関
連付けて記憶するユーザ情報記憶手段をさらに備え、
　前記受信手段は、前記ユーザ端末から、ユーザが指定した属性条件を更に含む対象ユー
ザ端末の探索要求を受け付け、
　前記識別情報取得手段は、前記受信手段により受け付けられた属性条件と、前記ユーザ
情報記憶手段に記憶された属性情報とに基づいて、前記一または複数の対象ユーザ端末の
識別情報を取得することを特徴とする請求項１または２に記載の情報管理装置。
【請求項４】
　前記受信手段は、前記属性条件として、前記ユーザの情報の公開可否を示す可否情報を
含む、対象ユーザ端末の探索要求を受け付け、
　前記識別情報取得手段は、前記可否情報に基づいて、前記一または複数の対象ユーザ端
末の識別情報を取得することを特徴とする請求項３に記載の情報管理装置。
【請求項５】
　前記タスクテーブル記憶手段に記憶されている位置情報に基づいて、前記受信手段によ
る探索要求受信時の対象ユーザ端末の位置を推定する推定手段をさらに備え、
　前記通知手段は、前記推定手段により推定された対象ユーザ端末の位置情報を通知する
ことを特徴とする請求項１から４いずれか一項に記載の情報管理装置。
【請求項６】
　前記一のユーザ端末から、キャンセル対象ユーザの識別情報を含んだ探索キャンセル通
知を受信する通知受信手段を更に備え、
　前記タスクテーブル記憶手段は、前記一のユーザ端末の識別情報に、受信したキャンセ
ル対象ユーザの識別情報を対応付けて記憶し、
　前記識別情報取得手段は、前記キャンセル対象ユーザであるユーザ端末が探索処理を行
う際、前記タスクテーブル記憶手段において、前記一のユーザ端末自身の識別情報と、前
記キャンセル対象ユーザの識別情報とが、キャンセル対象として対応づけられている場合
に、前記一の対象ユーザ端末の識別情報を取得対象外とすることを特徴とする請求項１か
ら５いずれか一項に記載の情報管理装置。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれか一項に記載の情報管理装置と、複数のユーザ端末とを含んで
構成される情報管理システムにおいて、
　前記ユーザ端末のそれぞれは、
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　位置情報を取得する位置情報取得手段と、
　前記位置情報取得手段により取得された位置情報を、ユーザ端末の識別情報およびユー
ザにより設定された探索条件とともに前記情報管理装置に送信する送信手段と、
　前記情報管理装置から通知された対象ユーザ端末の位置情報に基づいた画面位置に、ユ
ーザにより視認されている視覚情報にオブジェクトを重畳して表示する表示手段と、
　を備え、
　前記情報管理装置は、
　前記ユーザ端末から送信された位置情報、探索条件および識別情報を、前記タスクテー
ブル記憶手段に記憶する登録手段と、
　を備えることを特徴とする情報管理システム。
【請求項８】
　位置情報を取得する位置情報取得手段と、
　前記位置情報取得手段により取得された位置情報を、自機の識別情報およびユーザによ
り設定された探索条件とともに請求項１から６のいずれか一項に記載の情報管理装置に送
信する送信手段と、
　前記情報管理装置から通知された対象ユーザ端末の位置情報に基づいた画面位置に、ユ
ーザにより視認されている視覚情報にオブジェクトを重畳して表示する表示手段と、
　を備える通信端末。
【請求項９】
　ユーザの視線方向を検出する視線検出手段をさらに備え、
　前記表示手段は、前記視線検出手段により検出された視線方向、および前記位置情報取
得手段により取得された位置情報に基づいて、対象ユーザ端末を示すオブジェクトを重畳
表示することを特徴とする請求項８に記載の通信端末。
【請求項１０】
　請求項１から６のいずれか一項に記載の情報管理装置から対象ユーザ端末を保持する対
象ユーザの画像データを取得する画像データ取得手段と、
　前記画像データ取得手段により取得された画像データと、実際の対象ユーザとのマッチ
ング処理を行うことにより、前記表示手段の画面内における前記対象ユーザの画面位置を
特定する特定手段と、
をさらに備え、
　前記表示手段は、前記特定手段により特定された表示手段の画面位置に、対象ユーザを
示すオブジェクトを重畳表示することを特徴とする請求項８または９に記載の通信端末。
【請求項１１】
　一のユーザ端末から、ユーザが指定した探索条件を含む対象ユーザ端末の探索要求を受
け付ける受信ステップと、
　前記ユーザ端末を識別するための識別情報、前記ユーザ端末の位置情報および前記ユー
ザ端末より受け付けた探索条件を関連付けたタスクテーブルを記憶するタスクテーブル記
憶ステップと、
　前記受信ステップにより受信された探索条件と、前記タスクテーブル記憶ステップにお
いて記憶された探索条件に基づいて、一または複数の対象ユーザ端末の識別情報を取得す
る識別情報取得ステップと、
　前記識別情報取得ステップにより取得された一または複数の対象ユーザ端末の識別情報
に対応する位置情報を前記タスクテーブルから抽出して、前記一のユーザ端末に通知する
通知ステップと、
　を備える情報管理方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザが視認した視認情報にオブジェクトなどのデータを重畳表示するため
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の情報管理装置、情報管理システム、通信端末および情報管理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、拡張現実感（ＡＲ：Augmented Reality）と呼ばれる技術が考えられており、実
際の映像に、その映像に映し出されている物体を説明するためのオブジェクトを重畳表示
することにより、ユーザに対して様々な情報を提供することができる。例えば、特許文献
１には、ＡＲ技術についての記載があり、この文献においては、実世界に映し出されてい
るオブジェクトと実世界の映像の視点との間の距離に基づいて。重畳表示の方法を変える
ことの記載がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】国際公開２０１０／０７３６１６
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、近年、自分の周りにいる人の中から自分のやりたいタスクの条件に合致する
ユーザを認識したいといった要望がある。例えば、あるユーザが駅でタクシーを拾いたい
が、一人で乗るにはコスト的に問題がある。よって、誰か同じ方向に行く人を把握するこ
とができれば、そういった人たちを誘うことができる。
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献１に記載されているような一般的なＡＲ技術では、建物な
どの固定物に対してオブジェクトを重畳表示しているにすぎず、人に対して目的やその条
件を表示することができない。
【０００６】
　そこで、本発明においては、自分の周囲にいる人の中から自分の都合の良い人間を把握
することができる情報管理装置、情報管理システム、通信端末および情報管理方法を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　そこで、上述の課題を解決するために、本発明の情報管理装置は、一のユーザ端末から
、ユーザが指定した探索条件を含む対象ユーザ端末の探索要求を受け付ける受信手段と、
前記ユーザ端末を識別するための識別情報、前記ユーザ端末の位置情報および前記ユーザ
端末より受け付けた探索条件を関連付けたタスクテーブルを記憶するタスクテーブル記憶
手段と、前記受信手段により受信された探索条件と、前記タスクテーブル記憶手段に記憶
されている探索条件に基づいて、一または複数の対象ユーザ端末の識別情報を取得する識
別情報取得手段と、前記識別情報取得手段により取得された一または複数の対象ユーザ端
末の識別情報に対応する位置情報を前記タスクテーブル記憶手段から抽出して、前記一の
ユーザ端末に通知する通知手段と、を備えている。
【０００８】
　また、本発明の情報管理方法は、一のユーザ端末から、ユーザが指定した探索条件を含
む対象ユーザ端末の探索要求を受け付ける受信ステップと、前記ユーザ端末を識別するた
めの識別情報、前記ユーザ端末の位置情報および前記ユーザ端末より受け付けた探索条件
を関連付けたタスクテーブルを記憶するタスクテーブル記憶ステップと、前記受信ステッ
プにより受信された探索条件と、前記タスクテーブル記憶ステップにおいて記憶された探
索条件に基づいて、一または複数の対象ユーザ端末の識別情報を取得する識別情報取得ス
テップと、前記識別情報取得ステップにより取得された一または複数の対象ユーザ端末の
識別情報に対応する位置情報を前記タスクテーブル記憶手段から抽出して、前記一のユー
ザ端末に通知する通知ステップと、を備えている。
【０００９】
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　この発明によれば、一のユーザ端末から、対象ユーザ端末の探索要求を受け付けると、
記憶されたユーザ情報に対応付けられている探索条件に合致した対象ユーザ端末の識別情
報を取得し、取得された対象ユーザ端末の識別情報に対応する位置情報を抽出して、一の
ユーザ端末に通知する。これにより、ユーザ単位でのオブジェクトの表示処理を行うこと
ができる。よって、その探索条件に応じて、一のユーザは、対象ユーザを把握することが
できる。
【００１０】
　また、本発明の情報管理装置において、前記識別情報取得手段は、探索条件として設定
された前記一のユーザ端末のユーザの目的および当該目的に対応付けられた条件に基づい
て、当該目的および条件に合致した対象ユーザ端末の識別情報を取得するようにしてもよ
い。
【００１１】
　この発明によれば、探索条件として設定された一のユーザの目的および当該目的に対応
付けられた条件に基づいて、当該目的および条件に合致した対象ユーザ端末の識別情報を
取得する。これにより、目的・条件に合致した対象ユーザを取得することができる。
【００１２】
　また、本発明の情報管理装置は、前記ユーザ端末のユーザの属性情報を、前記ユーザ端
末を識別するための識別情報に関連付けて記憶するユーザ情報記憶手段をさらに備え、前
記受信手段は、前記ユーザ端末から、ユーザが指定した属性条件を更に含む対象ユーザ端
末の探索要求を受け付け、前記識別情報取得手段は、前記受信手段により受け付けられた
属性条件と、前記ユーザ情報記憶手段に記憶された属性情報とに基づいて、前記一または
複数の対象ユーザ端末の識別情報を取得する。
【００１３】
　この発明によれば、受け付けられた属性条件と、記憶された属性情報とに基づいて、前
記一または複数の対象ユーザ端末の識別情報を取得する。これにより、属性情報に基づい
た対象ユーザの絞り込み処理を行うことができる。
【００１４】
　また、本発明の情報管理装置において、前記受信手段は、前記属性条件として、前記ユ
ーザの情報の公開可否を示す可否情報を含む、対象ユーザ端末の探索要求を受け付け、前
記識別情報取得手段は、前記可否情報に基づいて、前記一または複数の対象ユーザ端末の
識別情報を取得する。
【００１５】
　これにより、公開可否に基づいたユーザの識別情報の取得処理を行うことができる。例
えば、公開“否”と設定したユーザは、自分の情報を知られることなく、目的や条件が合
致した他の対象ユーザを探すことができる。
【００１６】
　また、本発明の情報管理装置は、前記位置管理テーブル記憶手段に記憶されている位置
情報に基づいて、前記受信手段による探索要求受信時の対象ユーザ端末の位置を推定する
推定手段をさらに備え、前記通知手段は、前記推定手段により推定された対象ユーザ端末
の位置情報を通知する。
【００１７】
　この発明によれば、位置管理テーブル記憶手段に記憶されている位置情報に基づいて、
探索要求受信時の対象ユーザ端末の位置を推定し、推定された対象ユーザ端末の位置情報
を通知することができる。これにより、位置情報を補正することができるため、精度よく
オブジェクトの重畳表示を行うことができる。
【００１８】
　また、本発明の情報管理装置は、前記一のユーザ端末から、キャンセル対象ユーザの識
別情報を含んだ探索キャンセル通知を受信する通知受信手段を更に備え、前記タスクテー
ブル記憶手段は、前記一のユーザ端末の識別情報に、受信したキャンセル対象ユーザの識
別情報を対応付けて記憶し、前記識別情報取得手段は、前記キャンセル対象ユーザである
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ユーザ端末が探索処理を行う際、前記タスクテーブル記憶手段において、前記一のユーザ
端末自身の識別情報と、前記キャンセル対象ユーザの識別情報とが、キャンセル対象とし
て対応づけられている場合に、前記一の対象ユーザ端末の識別情報を取得対象外する。
【００１９】
　この発明によれば、一のユーザ端末自身の識別情報と、キャンセル対象ユーザの識別情
報とが、キャンセル対象として対応づけられている場合に、一の対象ユーザ端末の識別情
報を取得対象外する。これにより、自分の好みではないユーザを特定してキャンセルする
ことで、自分の識別情報がキャンセル対象となったユーザから見えなくなり、そのユーザ
からのオファーを防止することができる。
【００２０】
　また、本発明の情報管理システムは、上記情報管理装置と、複数のユーザ端末とを含ん
で構成される情報管理システムにおいて、　前記ユーザ端末のそれぞれは、位置情報を取
得する位置情報取得手段と、前記位置情報取得手段により取得された位置情報を、ユーザ
端末の識別情報およびユーザにより設定された探索条件とともに前記情報管理装置に送信
する送信手段と、前記情報管理装置から通知された対象ユーザ端末の位置情報に基づいた
画面位置に、ユーザにより視認されている視覚情報にオブジェクトを重畳して表示する表
示手段と、を備え、前記情報管理装置は、前記ユーザ端末から送信された位置情報、探索
条件および識別情報を、前記ユーザ情報記憶手段および前記位置管理テーブル記憶手段に
記憶する登録手段と、を備えている。
【００２１】
　この発明によれば、ユーザ端末においては、取得された位置情報を　ユーザ端末の識別
情報およびユーザにより設定された探索設定情報とともに情報管理装置に送信し、この情
報管理装置から通知された対象ユーザ端末の位置情報に基づいた画面位置に、ユーザによ
り視認されている視覚情報にオブジェクトを重畳して表示する。情報管理装置においては
、送信された位置情報、探索条件および識別情報を記憶する。これにより、情報管理装置
は、各ユーザ端末からの各種情報を登録し、これを利用して、対象ユーザ端末を選択して
、それら位置情報を一のユーザ端末に送信することができる。また、ユーザ単位でのオブ
ジェクトの表示処理を行うことができる。よって、その探索条件に応じて、一のユーザは
、対象ユーザを把握することができる。
【００２２】
　また、本発明の通信端末は、位置情報を取得する位置情報取得手段と、前記位置情報取
得手段により取得された位置情報を、自機の識別情報およびユーザにより設定された探索
条件とともに上記情報管理装置に送信する送信手段と、前記情報管理装置から通知された
対象ユーザ端末の位置情報に基づいた画面位置に、ユーザにより視認されている視覚情報
にオブジェクトを重畳して表示する表示手段と、を備えている。
【００２３】
　これにより、自分の探索条件を情報管理装置に送信し、管理させることができ、情報管
理装置において管理された結果に基づいた対象ユーザ端末の位置情報を取得することがで
き、そして、オブジェクトの重畳表示をすることができる。よって、ユーザは、対象ユー
ザを簡単に把握することができる。
【００２４】
　また、本発明の通信端末は、ユーザの視線方向を検出する視線検出手段をさらに備え、
前記表示手段は、前記視線検出手段により検出された視線方向、および前記位置情報取得
手段により取得された位置情報に基づいて、対象ユーザ端末を示すオブジェクトを重畳表
示する。
【００２５】
　この発明によれば、検出されたユーザの視線方向、および位置情報に基づいて、対象ユ
ーザ端末を示すオブジェクトを、重畳表示することができる。これにより、精度のよく、
オブジェクトの重畳表示をすることができる。
【００２６】
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　また、本発明の通信端末は、前記情報管理装置から対象ユーザ端末を保持する対象ユー
ザの画像データを取得する画像データ取得手段と、前記画像データ取得手段により取得さ
れた画像データと、実際の対象ユーザとのマッチング処理を行うことにより、前記表示手
段の画面内における前記対象ユーザの画面位置を特定する特定手段と、をさらに備え、前
記表示手段は、前記特定手段により特定された表示手段の画面位置に、対象ユーザを示す
オブジェクトを重畳表示する。
【００２７】
　この発明によれば、対象ユーザ端末を保持する対象ユーザの画像データを取得し、取得
された画像データと、実際の対象ユーザとのマッチング処理を行うことにより、画面内に
おける対象ユーザの画面位置を特定する。これにより、対象ユーザの表示画面における位
置を正確に把握することができ、そのオブジェクトの重畳表示を精度よく実現することが
できる。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明によれば、ユーザ単位でのオブジェクトの表示処理を行うことができ、一のユー
ザは、探索条件に応じた対象ユーザを把握することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本実施形態のユーザ端末の一側面であるメガネ型通信端末１００の外観図である
。
【図２】本実施形態のメガネ型通信端末１００の利用シーンを示す説明図である。
【図３】ユーザｕ１がかけているメガネ型通信端末１００においてそのレンズ内に表示さ
れている画面を示す説明図である。
【図４】メガネ型通信端末１００とサーバ２００との機能構成を示すブロック図である。
【図５】メガネ型通信端末１００のハードウェア構成図である。
【図６】ユーザ情報の具体例を示す説明図である。
【図７】タスクテーブルの具体例を示す説明図である。
【図８】メガネ型通信端末１００、およびサーバ２００の動作を示すシーケンス図である
。
【図９】特定された相手ユーザに対してオファーした場合、およびキャンセルした場合に
ついての処理を示すシーケンス図である。
【図１０】その変形例におけるフローチャートである。
【図１１】探索条件の入力画面例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　添付図面を参照しながら本発明の実施形態を説明する。可能な場合には、同一の部分に
は同一の符号を付して、重複する説明を省略する。
【００３１】
　図１は、本実施形態のユーザ端末の一側面であるメガネ型通信端末１００の外観図であ
る。このメガネ型通信端末１００は、外観的には一般のメガネのごとく、レンズ部１１お
よび弦部１２を備えている。このメガネ型通信端末１００におけるレンズ部１１は、その
内側にオブジェクトなどのデータが投影され、そのデータを反射することにより、ユーザ
により視認可能に表示することができる。そして、ユーザは、レンズ部１１を介して視認
した実際の視覚情報（景色等）と、レンズ部１１の内側に投影されたオブジェクトとを見
ることができる。これは一般的なヘッドマウンドディスプレイの技術を応用したものであ
る。
【００３２】
　なお、このメガネ型通信端末１００は、ユーザの実際の位置情報や向いている方位情報
を取得することができ、例えば、地磁気センサやＧＰＳ等を利用することにより、ユーザ
の位置情報を取得することができる。
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【００３３】
　図２は、本実施形態のメガネ型通信端末１００の利用シーンを示す説明図である。図２
では、タクシー乗り場ＴＳにタクシーＴが停車している。そして、ユーザｕ１は、タクシ
ー乗り場ＴＳに向かっており、新宿までタクシーに乗ろうとしているとする。ユーザｕ２

およびユーザｕ３は、タクシー乗り場ＴＳの近傍に立ち話をしており、ユーザｕ４、ｕ５

、ｕ６はタクシー乗り場ＴＳで並んでいる。なお、ここでユーザｕ１～ｕ６は、本実施形
態のメガネ型通信端末１００を掛けていることを前提としている。
【００３４】
　さらに、図２に示される状況において、図３を用いて、実際にユーザｕ１が視認した具
体例について説明する。図３は、ユーザｕ１がかけているメガネ型通信端末１００におい
てそのレンズ内に表示されている画面を示す説明図である。図３に示される通り、ユーザ
ｕ３には、その画面上で、オブジェクトｏｂ３が対応付けられている。ここで、オブジェ
クトｏｂ３は、「タクシーに乗る。新宿行き」を示している。そのほかのユーザには、オ
ブジェクトは表示されていない。ユーザｕ３のみが、目的（タクシーに乗る）、条件（行
先：新宿）が一致しているためである。なお、本実施形態においては、目的（タクシーに
乗る）、条件（行先：新宿）をまとめて探索条件と称し、このような探索条件を満たした
ユーザを、対象ユーザと称する。
【００３５】
　このようにして、本実施形態のメガネ型通信端末１００は、サーバにアクセスして、各
ユーザにより設定された探索条件（目的やその条件）を取得して、探索条件が自ら設定し
た探索条件と合致するユーザ（対象ユーザ）を探索し、そのレンズ内に対象ユーザに対応
づけられたオブジェクトを投影することができる。そして、各対象ユーザは、実際の景色
にオブジェクトが重畳表示されたものを見ることができる。これにより、各ユーザは、目
的・条件が合致した対象ユーザを視覚的に把握することができる。なお、その前提として
各メガネ型通信端末１００は、探索条件（目的やその条件）をサーバに通知しておく必要
がある。
【００３６】
　つぎに、このようなサービスを提供するための本実施形態のメガネ型通信端末１００と
サーバ２００との機能構成について説明する。図４は、メガネ型通信端末１００とサーバ
２００との機能構成を示すブロック図である。図４に示されているとおり、メガネ型通信
端末１００は、入力部１０１、探索条件設定部１０２（送信手段）、属性条件設定部１０
３（送信手段）、ユーザ情報取得部１０４（送信手段）、自ユーザ画像取得部１０５（画
像データ取得手段）、位置情報取得部１０６（位置情報取得手段）、視線情報取得部１０
７（視線検出手段）、自分・相手関係計算部１０８、対象ユーザ特定部１０９（特定手段
）、表示部１１０（表示手段）、対象ユーザ探索完了通知部１１１、および対象ユーザキ
ャンセル通知部１１２を含んで構成されており、ユーザ端末として機能するものである。
【００３７】
　また、サーバ２００は、ユーザ情報記憶部２０１（ユーザ情報記憶手段）、タスクテー
ブル記憶部２０２（タスクテーブル記憶手段）、情報管理部２０３（受信手段、登録手段
）、対象ユーザ検索部２０４（識別情報取得手段、通知手段、通知受信手段、削除手段）
、現在位置情報推定部２０５（推定手段、通知手段）、および対象ユーザ画像送信部２０
６を含んで構成されており、情報管理装置として機能するものである。
【００３８】
　図５は、メガネ型通信端末１００のハードウェア構成図である。図４に示されるメガネ
型通信端末１００は、物理的には、図５に示すように、１または複数のＣＰＵ１１、主記
憶装置であるＲＡＭ１２及びＲＯＭ１３、入力デバイスである入力装置１４、レンズ内に
オブジェクトを投影するための出力装置１５、ネットワークカード等のデータ送受信デバ
イスである通信モジュール１６、半導体メモリ等の補助記憶装置１７などを含むコンピュ
ータシステムとして構成されている。図４における各機能は、図５に示すＣＰＵ１１、Ｒ
ＡＭ１２等のハードウェア上に所定のコンピュータソフトウェアを読み込ませることによ
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り、ＣＰＵ１１の制御のもとで入力装置１４、出力装置１５、通信モジュール１６を動作
させるとともに、ＲＡＭ１２や補助記憶装置１７におけるデータの読み出し及び書き込み
を行うことで実現される。以下、図４に示す機能ブロックに基づいて、各機能ブロックを
説明する。
【００３９】
　入力部１０１は、ユーザにより目的・条件等の探索条件及び属性条件を入力するための
部分である。例えば、この入力部１０１は、キーボードや、タッチパネルおよび音声認識
のためのマイクなどで構成される。本実施形態の端末はメガネ型通信端末であるため、こ
の入力部１０１は別筐体で構成されて、有線または無線により本体に接続するようにする
ようにしてもよい。
【００４０】
　この入力部１０１に入力される探索条件のうち、“目的”は、タクシーに乗る、映画館
に入る、などのユーザの行為を示し、“条件”は、タクシーの行先であったり、映画のタ
イトルやジャンルなどである。また、“目的”“条件”はこれに限るものではなく、また
いずれか一つでよい。入力部１０１に入力される属性条件は、目的・条件を満たす対象ユ
ーザの中からさらに絞り込むための条件を示すものであって、例えば、指定した年代や自
分との年齢差、また性別を指定することにより、その対象ユーザをさらに絞り込むことが
できる。また、属性条件は、他のユーザから自分が探索される場合に、自分が対象ユーザ
となってよいかどうかの条件としても使用される。さらに、属性条件には、自分の公開の
可否を示す可否設定情報が含まれてもよい。この可否設定情報は、後述する変形例にて使
用されるものである。入力部１０１の入力例を図１１に示す。
【００４１】
　図１１は、メガネ型通信端末１００の表示部１１０に表示されている入力画面の具体例
である。ユーザは、入力部１０１を用いて、探索条件である目的・条件、自分の情報の公
開の可否、並びに属性条件である、相手との年齢差、相手の性別、相手の職業を入力する
ことができる。なお、この入力画面は一例であって、これに限るものではない。
【００４２】
　ユーザは、対象ユーザの探索処理をしたい場合には、上述の入力画面を入力することに
なる。サーバ２００は、このユーザにより入力された探索条件等を受け付け、タスクテー
ブル記憶部２０２に記憶する。
【００４３】
　探索条件設定部１０２は、入力部１０１から入力された目的・条件等の探索条件を受け
付ける部分である。この探索条件設定部１０２は、受け付けた探索条件をサーバ２００に
送信する。
【００４４】
　属性条件設定部１０３は、入力部１０１から入力された属性条件を受け付ける部分であ
る。この属性条件設定部１０３は、受け付けた属性条件をサーバ２００に送信する。
【００４５】
　ユーザ情報取得部１０４は、メガネ型通信端末１００のユーザ情報を、その内部メモリ
（例えば、ＳＩＭ等）から取得して、サーバ２００に対して送信する部分である。ここで
ユーザ情報は、ユーザＩＤ、性別、年齢、職業などである。
【００４６】
　自ユーザ画像取得部１０５は、自分の容姿を含んだ画像データを取得し、サーバ２００
に送信する部分である。例えば、カメラにより自分の容姿を撮影することにより、当該画
像データが取得される。
【００４７】
　位置情報取得部１０６は、定期的に自端末の位置情報を取得して、当該位置情報をサー
バ２００に送信する部分である。例えば、ＧＰＳ等を利用することにより精度のよい位置
情報を取得することができる。
【００４８】
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　視線情報取得部１０７は、ユーザの視線方向を判断して視線情報として取得する部分で
ある。例えば、視線情報取得部１０７は、ジャイロ・地磁気センサ等により、いずれの方
向に向いているか判断したり、またユーザの眼球の向きを検出することにより視線を判断
したりすることができる。眼球の向きは、メガネ型通信端末１００におけるメガネ部分に
センサを備えることにより、眼球の向きを検出することができる。
【００４９】
　自分・相手関係計算部１０８は、現在位置情報推定部２０５により推定された対象ユー
ザの現在位置情報、位置情報取得部１０６により取得された位置情報、および視線情報取
得部１０７により取得された視線情報に基づいて、自分と対象ユーザとの位置関係を計算
する部分である。この位置関係の計算処理は、当該技術分野において公知の手段を使うこ
とにより実現することができる。
【００５０】
　対象ユーザ特定部１０９は、自分・相手関係計算部１０８により計算された自分と対象
ユーザとの位置関係に基づいて、対象ユーザを特定する部分である。すなわち、対象ユー
ザ特定部１０９は、表示部１１０の画面内での対象ユーザの表示位置を特定する部分であ
る。
【００５１】
　また、対象ユーザ特定部１０９は、対象ユーザ画像送信部２０６により送信されたユー
ザ画像に基づいて対象ユーザ、すなわち対象ユーザの画面内における表示位置を特定する
ようにしてもよい。この場合、ユーザが視認している実際の景色を映像として取得するた
めのカメラ等の光学機器が必要である。
【００５２】
　表示部１１０は、対象ユーザ特定部１０９により特定された対象ユーザの表示位置に応
じてオブジェクトを重畳表示する部分である。本実施形態においては、メガネ型通信端末
であるため、この表示部１１０は、レンズの両端に備えられた小型のプロジェクタをレン
ズ内に投影することにより、オブジェクト等を表示することができる。一般的なヘッドマ
ウントディスプレイと同じ構成をとったものである。これにより、ユーザは、レンズを介
して実世界を見ることができるとともに、投影されたオブジェクトを重畳して見ることが
できる。なお、表示部１１０は、この構成に限定するものではなく、例えば、半透明のデ
ィスプレイ状の表示部１１０がレンズの内側または外側に配置されるように構成されても
よい。
【００５３】
　対象ユーザ探索完了通知部１１１は、対象ユーザの探索完了通知をサーバ２００に対し
て行う部分である。この探索完了通知は、サーバ２００に形成されたタスクテーブルから
、自分を示すユーザＩＤを含んだユーザレコードと、オファーをした対象ユーザ（すなわ
ち、相手ユーザ）のユーザＩＤを含んだユーザレコードを削除するための処理である。こ
れは、他の対象ユーザが、自分や自分がオファーした対象ユーザ（相手ユーザ）を選択し
ないようにするための処理である。
【００５４】
　対象ユーザキャンセル通知部１１２は、対象ユーザのキャンセル通知をサーバ２００に
対して行う部分である。このキャンセル通知は、サーバ２００に形成されたタスクテーブ
ルの自分を示すユーザＩＤのユーザレコードの「キャンセルユーザＩＤ」の項目にキャン
セル対象として選択された対象ユーザ（以下、キャンセル対象ユーザとする）のＩＤを追
加するための処理である。これは、キャンセル対象ユーザが、自分を選択しないようにす
るための処理である。すなわち、キャンセル対象ユーザが、探索処理をしようとした場合
、サーバ２００は、タスクテーブル記憶部２０２に記憶されているキャンセルＩＤ欄に、
当該キャンセル対象ユーザのユーザＩＤが記述されているユーザＩＤで示されるユーザに
ついては、探索対象から除外するように処理することになる。
【００５５】
　つぎに、サーバ２００について説明する。サーバ２００も、図５に示されるとおり、１
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または複数のＣＰＵやＲＯＭ・ＲＡＭ等からなるハードウェアにより実現されている。
【００５６】
　ユーザ情報記憶部２０１は、メガネ型通信端末１００から送信されたユーザ情報に基づ
いて生成されたユーザ情報を記憶する部分である。図６に、ユーザ情報の具体例を示す。
図６に示される通り、ユーザ情報は、ユーザＩＤ、性別、年齢、職業などの属性情報であ
る。また、ユーザ情報は、自分の画像データを示す画像ファイルを含んでもよい。画像フ
ァイルは、自分の画像データを示し、相手に送信することにより、画像処理により自分を
認識させるための情報である。なお、この画像ファイルについては必須ではない。
【００５７】
　タスクテーブル記憶部２０２は、ユーザが指定した探索条件、属性条件及び当該ユーザ
の位置情報を記憶する部分である。このタスクテーブルの具体例を、図７に示す。図７に
示す通り、タスクテーブル記憶部２０２には、ユーザＩＤ、位置情報、探索条件、属性条
件、公開可否情報、およびキャンセルユーザＩＤが対応付けて記憶されている。図７の例
では、ユーザＩＤ：００２のユーザ（メガネ型通信端末）は、ユーザＩＤ：００３のユー
ザをキャンセル対象ユーザとして選択したことによって、キャンセルユーザＩＤに当該ユ
ーザＩＤ：００３が記憶されている。
【００５８】
　情報管理部２０３は、ユーザ情報記憶部２０１及びタスクテーブル記憶部２０２に記憶
された情報を管理する部分であり、メガネ型通信端末１００から端末の位置情報、探索条
件や属性条件、そのほかユーザ情報を受け取り、これをユーザ情報記憶部２０１及びタス
クテーブル記憶部２０２に記憶させる。また、メガネ型通信端末１００からの要求により
対象ユーザの情報を抽出して、メガネ型通信端末１００に返信する。また、情報管理部２
０３は、対象ユーザ探索完了通知部１１１または対象ユーザキャンセル通知部１１２から
の通知に応じてタスクテーブルの更新処理を行う。
【００５９】
　対象ユーザ検索部２０４は、周期的にメガネ型通信端末１００から位置情報を取得し、
当該位置情報の周囲にいる対象ユーザを探索する部分である。以下、対象ユーザ検索部２
０４における対象ユーザの探索処理について詳述する。
【００６０】
　　サーバ２００が、メガネ型通信端末１００より探索条件、属性条件を指定した対象ユ
ーザの探索要求を受け取ると、対象ユーザ検索部２０４は、メガネ型通信端末１００から
取得した位置情報及び探索条件を基にタスクテーブル記憶部２０２を検索し、対象ユーザ
候補を抽出する。具体的には、メガネ型通信端末１００から取得した位置情報から所定の
距離にいるユーザのうち、探索条件（目的、条件）が合致するユーザを検索する。この際
、検索したユーザに対する「キャンセルユーザＩＤ」に自身のＩＤが含まれる場合には、
当該ユーザをキャンセル対象ユーザとして検索対象から除外する。
【００６１】
　なお、対象ユーザ検索部２０４は、条件として行先が合致すると判断する場合に、各ユ
ーザの行先までの経路探索を行い、その経路がある範囲において重複している場合や、一
定の距離以内にある場合に合致すると判断することもできる。例えば、東京駅のタクシー
乗り場に三人のユーザがいて、それぞれ、目的地が、新宿、三鷹、中野であった場合、そ
の３人のユーザは、ほぼ同一方向に向かっているため、条件（行先）が合致すると判断す
るようにしてもよい。
【００６２】
　その後、対象ユーザ検索部２０４は、抽出した対象ユーザ候補の中から、属性条件を基
に対象ユーザへの絞り込みを行ってもよい。具体的には、対象ユーザ候補のユーザＩＤを
キーとしてユーザ情報記憶部２０１を検索し、ヒットしたレコードの中から、属性条件に
合致するユーザに絞り込みを行う。例えば、性別「男性」、年齢「３０歳」、職業「会社
員」であるユーザ（以下、探索中ユーザとする）が属性条件を探索相手の性別「同じ」、
探索相手の年齢「±５」、探索相手の職業「同じ」として対象ユーザの探索要求をしたと
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する。この場合、属性条件に合致するユーザは、性別「男性」、年齢「25歳～35歳」、職
業「会社員」となる。この条件でユーザ情報記憶部２０１を検索すると、合致するユーザ
は「００２」に絞り込まれる。
【００６３】
　しかしながら、ユーザ「００２」を対象ユーザとするためには、さらに、探索中ユーザ
がユーザ「００２」が自分が対象ユーザとなってよいと許可したユーザである必要がある
。具体的には、このユーザの属性情報がユーザ「００２」の属性条件に合致している必要
がある。目下の例では、ユーザ「００２」の属性条件に合致するユーザは性別「特定なし
」、年齢「２３歳～４３歳」、職業「特定なし」となる。探索中ユーザの属性情報は上記
条件に合致するため、ユーザ「００２」を対象ユーザとして抽出する。
【００６４】
　現在位置情報推定部２０５は、対象ユーザ検索部２０４により検索された対象ユーザの
位置情報から現在位置情報を推定する部分である。ここでは、例えば、ユーザの移動軌跡
から現在位置情報を推定することが考えられ、移動軌跡からの現在位置情報の推定方法は
既知の様々な手法を用いることができる。
【００６５】
　対象ユーザ画像送信部２０６は、対象ユーザ検索部２０４において検索された対象ユー
ザの対象ユーザ画像をユーザ情報記憶部２０１から取得し、メガネ型通信端末１００に送
信する部分である。
【００６６】
　このように構成されたメガネ型通信端末１００およびサーバ２００の動作について説明
する。図８は、メガネ型通信端末１００、およびサーバ２００の動作を示すシーケンス図
である。なお、前提として、メガネ型通信端末１００からサーバ２００に対して、ユーザ
情報及び自分の容姿を含んだ画像データが送信されている状態であるとする。
【００６７】
　まず、メガネ型通信端末１００において、位置情報取得部１０６により取得された位置
情報がサーバ２００に定期的に送信される（Ｓ１０１）。そして、探索条件設定部１０２
および属性条件設定部１０３により設定された探索条件および属性条件が、サーバ２００
に送信される（Ｓ１０２）。サーバ２００では、情報管理部２０３により、取得した位置
情報、探索条件、および属性条件によりタスクテーブル記憶部２０２を更新する。
【００６８】
　次に、対象ユーザ検索部２０４により、ユーザの検索処理が行われる。この検索処理は
、所定周期ごとに行われるものであって、タスクテーブル記憶部２０２及びユーザ情報記
憶部２０１に対して行われる（Ｓ１０３）。この検索処理の詳細は上述のとおりである。
【００６９】
　そして、目的・条件等に合致する対象ユーザがいる場合には、その旨が対象ユーザ検索
部２０４によりメガネ型通信端末１００に対して送信される（Ｓ１０４）。そして、タス
クテーブル記憶部２０２に記憶されているユーザごとの位置情報から、現在位置情報推定
部２０５によりユーザの現在位置情報が推定され、タスクテーブル記憶部２０２に記憶さ
れている位置情報が更新される（Ｓ１０５）。
【００７０】
　そして、現在位置情報推定部２０５により、推定された対象ユーザの位置情報およびそ
のユーザＩＤがメガネ型通信端末１００に送信される（Ｓ１０６）。メガネ型通信端末１
００においては、受信した位置情報とユーザＩＤとを記憶する。ここでの送信処理は定期
的に行われる。この送信処理と前後して、対象ユーザの画像データが対象ユーザ画像送信
部２０６によりメガネ型通信端末１００に送信される（Ｓ１０７）。なお、対象ユーザの
画像データの送信処理は、必須の処理ではなく、省略することもできる。
【００７１】
　メガネ型通信端末１００において、視線情報取得部１０７により取得された視線情報、
位置情報取得部１０６により取得された位置情報、そして、現在位置情報推定部２０５に
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より推定された対象ユーザの位置情報に基づいて、自分・相手関係計算部１０８により、
自分・相手の位置関係が計算される（Ｓ１０８）。
【００７２】
　自分・相手関係計算部１０８により計算された位置関係に基づいて、表示部１１０の画
面外に対象ユーザが存在していると判断できる場合には、対象ユーザが位置している方向
を示す矢印が表示される（Ｓ１０９）。なお、ここでの表示は、矢印に限らず、自分周辺
の俯瞰図またはレーダーチャート上に対象ユーザと自分との位置関係を表示するなど、対
象ユーザがいる位置や方向がわかればどのような表示でもよい。
【００７３】
　そして、対象ユーザ特定部１０９により、対象ユーザの位置が特定されると、その位置
関係に応じた、表示部１１０の画面位置（レンズ内面）にオブジェトが投影されて重畳表
示される（Ｓ１１０）。なお、ここで対象ユーザ特定部１０９は、対象ユーザとその画像
データとのマッチングをとることにより、より精度よく対象ユーザを認識するとともにそ
のユーザの画面位置にオブジェクトを重畳表示させることができる。
【００７４】
　つぎに、対象ユーザに対してオファーした場合、およびキャンセルした場合のそれぞれ
の処理を説明する。図９（ａ）は、対象ユーザに対してオファーした場合についての処理
を示すシーケンス図であり、図９（ｂ）は、対象ユーザをキャンセルした場合についての
処理を示すシーケンス図である。
【００７５】
　図９（ａ）に示される通り、ユーザが対象ユーザにオファーすると（Ｓ２０１）、対象
ユーザ探索完了通知部１１１は、サーバ２００に対して完了の通知を送信する（Ｓ２０２
）。なお、ここで、オファーは、ユーザ同士が口頭で行ってもよいし、近距離無線通信（
ブルートゥースなど）を使って、オファーを通知してもよい。オファーを口頭で行った場
合には、ユーザは手動操作により、自分のユーザＩＤおよびオファー相手のユーザＩＤを
含んだ完了通知を発信する必要がある。近距離無線通信等を利用した場合には、自動的に
オファー相手のユーザＩＤをその端末から抽出して、自分のユーザＩＤとともに、オファ
ー相手のユーザＩＤをサーバ２００に送信する。
【００７６】
　サーバ２００では、自分のユーザＩＤおよび相手ユーザのユーザＩＤを含んだ完了通知
を受けると、対象ユーザ検索部２０４が、ユーザのユーザＩＤおよびオファー相手のユー
ザＩＤを抽出し、タスクテーブルら該当するユーザＩＤに対応するユーザレコードを削除
する（Ｓ２０３）。
【００７７】
　一方、図９（ｂ）に示される通り、ユーザが任意の対象ユーザをキャンセルしたい場合
、キャンセル対象となる対象ユーザの特定が行われる（Ｓ３０１）。この特定処理は、ユ
ーザによる手動操作や、視線検出処理によって行われ、メガネ型通信端末１００により、
キャンセル対象ユーザのユーザＩＤが取得される。そして、対象ユーザキャンセル通知部
１１２は、サーバ２００に対して、自分のユーザＩＤ、対象ユーザ（キャンセル対象ユー
ザ）のユーザＩＤを含んだキャンセルの通知を送信する（Ｓ３０２）。サーバ２００では
、キャンセル通知を受けると、そのユーザＩＤを抽出し、タスクテーブルにおける該当す
るユーザＩＤに対応するユーザレコードの「キャンセルユーザＩＤ」の項目にキャンセル
対象ユーザのユーザＩＤを追加することにより、キャンセル対象ユーザによる検索結果に
自身のレコードを除外する（Ｓ３０３）。
【００７８】
　つぎに、本実施形態の変形例について説明する。この変形例においては、属性条件とし
て自分の情報の公開可否を設定することができる。すなわち、自端末の存在は、対象ユー
ザからは認識されることなく、自分のみが対象ユーザを認識したい場合には、その公開設
定を否にすることにより、対象ユーザに自分を認識させないようにすることができる。
【００７９】
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　図１０は、その変形例におけるフローチャートである。ここでは、位置情報が定期的に
送信され（Ｓ１０１）、目的、条件等の探索条件及び属性条件として自分の情報の公開可
否を含んだ探索要求の送信処理がサーバ２００に対して行われると（Ｓ１０２）、サーバ
２００において、目的、条件、属性条件、および位置情報が合致する対象ユーザのうち、
当該対象ユーザにおいて公開が許可されているユーザが検索される（Ｓ１０３ａ）。
【００８０】
　この変形例においては、メガネ型通信端末１００ｂから、位置情報とともに要求送信が
行われているが、この要求には、公開が「可」に設定されている（Ｓ１０２ｂ）。よって
、サーバ２００は、メガネ型通信端末１００ａからの要求に対しては、このメガネ型通信
端末１００ｂを対象ユーザとして検索することができ、メガネ型通信端末１００ａはメガ
ネ型通信端末１００ｂを対象ユーザとして認識することができる。
【００８１】
　一方で、メガネ型通信端末１００aからの要求には、公開が「否」に設定されている（
Ｓ１０２）。よって、サーバ２００は、メガネ型通信端末１００ｂからの要求に対しては
、このメガネ型通信端末１００aを対象ユーザとして検索することができず、メガネ型通
信端末１００ｂはメガネ型通信端末１００aを対象ユーザとして認識することができない
。
【００８２】
　このような処理によって、メガネ型通信端末１００aのユーザは、自分は他人（例えば
、メガネ型通信端末１００ｂのユーザ）から認識されることなく、目的・条件の合った他
人を探索することができる。すなわち、一部のユーザに目的・条件といった自分の個人情
報を公開したくないユーザが存在する場合であっても、本変形例で提示した方法により、
目的・条件の合った他のユーザを探索することが可能となる。
【００８３】
　上述の例においては、タクシー乗り場を例に説明したが、これに限るものではない。同
じ場所にいて、目的や条件が同じユーザを探す際には、本実施形態におけるメガネ型通信
端末１００およびサーバ２００を有効に適用できる。例えば、コンサート会場で同じ歌手
・アイドルのファンを探すとか、テーマパークなどで団体割引を希望するユーザを探すな
どにも適用することができる。
【００８４】
　つぎに、本実施形態におけるメガネ型通信端末１００およびサーバ２００の作用効果に
ついて説明する。本実施形態のサーバ２００によれば、情報管理部２０３が、一のユーザ
端末であるメガネ型通信端末１００から、対象ユーザの探索要求を受け付けると、対象ユ
ーザ検索部２０４は、タスクテーブル記憶部２０２に記憶されている情報に基づいて、そ
の探索条件・属性条件等が合致した一または複数の対象ユーザ（メガネ型通信端末）のユ
ーザＩＤを取得し、そのユーザＩＤ対応する位置情報を取得する。そして、現在位置情報
推定部２０５が位置情報の推定処理をした後の位置情報およびユーザＩＤをメガネ型通信
端末１００に通知する。なお、現在位置情報推定部２０５による推定処理は省略してもよ
い。これにより、ユーザ単位でのオブジェクトの表示処理を行うことができる。よって、
その探索条件に応じて、一のユーザは、対象ユーザを把握することができる。
【００８５】
　また、本実施形態のサーバ２００において、タスクテーブル記憶部２０２に記憶されて
いる目的および条件である探索条件に基づいて、対象ユーザ検索部２０４は、当該探索条
件（目的および条件）に合致した対象ユーザ（メガネ型通信端末）のユーザＩＤを取得す
る。これにより、目的・条件に合致した対象ユーザを取得することができる。
【００８６】
　また、このサーバ２００において、ユーザ情報記憶部２０１は、メガネ型通信端末１０
０のユーザの属性情報であるユーザ情報を、ユーザＩＤに関連付けて記憶している。そし
て、サーバ２００における情報管理部２０３は、メガネ型通信端末１００から、ユーザが
指定した属性条件を含む探索要求を受け付ける。
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【００８７】
　そして、情報管理部２０３は、受信された属性条件と、ユーザ情報記憶部２０１に記憶
された属性情報とに基づいて、一または複数のユーザのユーザＩＤを取得する。
【００８８】
　また、このサーバ２００において、情報管理部２０３は、属性条件として、ユーザの情
報の公開可否を示す可否情報を含む、対象ユーザ（メガネ型通信端末）の探索要求を受け
付ける。そして、情報管理部２０３は、可否情報に基づいて、一または複数の対象ユーザ
（メガネ型通信端末）のユーザＩＤを取得する。例えば、公開“否”に設定された場合、
サーバ２００は、そのユーザＩＤを取得しない。
【００８９】
　これにより、公開“否”と設定されたユーザのユーザＩＤについては、取得することが
できないため、公開“否”と設定したユーザは、自分の情報を知られることなく、目的や
条件が合致した他の対象ユーザを探すことができる。
【００９０】
　また、このサーバ２００において、タスクテーブル記憶部２０２に記憶されている位置
情報に基づいて、現在位置情報推定部２０５は、探索要求受信時の対象ユーザ（メガネ型
通信端末）の位置を推定し、推定された対象ユーザ（メガネ型通信端末）の位置情報を、
メガネ型通信端末１００通知することができる。これにより、位置情報を補正することが
できるため、精度よくオブジェクトの重畳表示を行うことができる。
【００９１】
　また、このサーバ２００において、対象ユーザ検索部２０４は、一のメガネ型通信端末
１００から、キャンセル対象ユーザであるユーザＩＤを含んだ探索キャンセル通知を受信
する。サーバ２００は、このキャンセル通知を受けると、情報管理部２０３による処理に
従って、タスクテーブル記憶部２０２は、当該自身のユーザＩＤ（メガネ型通信端末１０
０のユーザＩＤ）に、キャンセル対象ユーザ（メガネ型通信端末）のユーザＩＤを対応付
けて記憶する。上述実施形態においては、タスクテーブル記憶部２０２のユーザレコード
には、キャンセルユーザＩＤ欄があり、当該欄にキャンセル対象となるユーザＩＤを記憶
させる。
【００９２】
　そして、対象ユーザ検索部２０４は、キャンセル対象ユーザであるメガネ型通信端末が
探索処理を行う際、タスクテーブル記憶部２０２において、一のメガネ型通信端末自身の
ユーザＩＤと、キャンセル対象ユーザのユーザＩＤとが、キャンセル対象として対応づけ
られている場合に、当該一のメガネ型通信端末のユーザＩＤを取得対象外する。
【００９３】
　これにより、現在位置情報推定部２０５は、除外して残ったユーザＩＤ及びその位置情
報を対象ユーザであるメガネ型通信端末に送信することができる。すなわち、サーバ２０
０は、キャンセル対象となった対象ユーザに対して、キャンセルをしたユーザについての
情報を通知することがない。よって、キャンセル対象となった対象ユーザが探索処理をし
ようとしても、キャンセルをしたユーザを認識することができない。一方で、キャンセル
をしたユーザは、キャンセル対象となったユーザから認識されることがなく、自由に他の
対象ユーザの探索を行うことができる。
【００９４】
　また、このサーバ２００において、対象ユーザ検索部２０４は、メガネ型通信端末１０
０から、少なくとも当該メガネ型通信端末１００のユーザＩＤを含んだ探索完了通知を受
信する。そして、この対象ユーザ検索部２０４は、受信された通知に含まれているユーザ
ＩＤについてのユーザレコードをタスクテーブル記憶部２０２から削除するとともに、当
該ユーザＩＤに対応付けられているユーザ情報をユーザ情報記憶部２０１から削除する。
これにより、自分のユーザＩＤが対象ユーザから見えなくなる。このため、相手ユーザを
見つけてその目的を達成した場合において、別の対象ユーザからのオファーを防止するこ
とができる。すなわち、自分および相手ユーザは、その目的（例えばタクシーに乗る）を
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達成したため、他の対象ユーザから認識される必要がなく、さらなる他の対象ユーザから
のオファーを防止することができる。また、対象ユーザのうち、年齢や風貌、性別等でキ
ャンセルしたい相手などがいた場合に、その相手を特定してキャンセルすることで、その
相手からは自分を認識されることがない。よって、自分の好みではない相手からのオファ
ーを受けることなく、自分の好みにあった相手を探し出すことができる。
【００９５】
　また、変形例におけるサーバ２００において、対象ユーザ（メガネ型通信端末１００a
）からの要求に従って、情報管理部２０３は、対象ユーザ（メガネ型通信端末１００a）
の位置情報の公開の可否を示す可否情報を、対象ユーザ（メガネ型通信端末１００a）の
ユーザＩＤに対応付けてユーザ情報記憶部２０１に記憶しておく。そして、メガネ型通信
端末１００ｂによる対象ユーザの検索時においては、対象ユーザ検索部２０４は、非公開
対象となった対象ユーザ（メガネ型通信端末１００a）以外の他の対象ユーザ（メガネ型
通信端末）のユーザＩＤを取得する。これにより、可否情報に基づいたユーザＩＤの取得
処理を行うことができ、例えば公開“否”に設定した場合、その対象ユーザ（メガネ型通
信端末１００a）のユーザＩＤを取得しないため、メガネ型通信端末１００ｂにおいては
、その対象ユーザ（メガネ型通信端末）を把握することができない。よって、当該メガネ
型通信端末１００aのユーザは、自分の存在を知られることなく、所望の目的のための検
索処理を実行することができる。
【００９６】
　また、本実施形態のメガネ型通信端末１００およびサーバ２００を備える情報管理シス
テムにおいて、メガネ型通信端末１００の探索条件設定部１０２は、位置情報取得部１０
６により取得された位置情報をメガネ型通信端末１００のユーザＩＤおよびユーザにより
設定された探索条件とともに、サーバ２００に送信する。
【００９７】
　そして、自分・相手関係計算部１０８は、サーバ２００から一または複数の対象ユーザ
の位置情報を受信し、対象ユーザ特定部１０９は、これら対象ユーザ（メガネ型通信端末
）の位置情報に基づいて、重畳表示すべき画面位置を決定し、表示部１１０は、ユーザに
より視認されている視覚情報にオブジェクトを重畳して表示する。
【００９８】
　一方、サーバ２００においては、ユーザ情報記憶部２０１は、送信された位置情報、探
索条件およびユーザＩＤを記憶する。これにより、サーバ２００は、各メガネ型通信端末
からの各種情報を登録し、これを利用して、対象ユーザ（メガネ型通信端末）を選択して
、それら位置情報をメガネ型通信端末１００に送信することができる。これにより、サー
バ２００において、ユーザ単位でのオブジェクトの表示処理を行うことができる。よって
、その探索条件に応じて、一のユーザは、対象ユーザを把握することができる。
【００９９】
　また、本実施形態のメガネ型通信端末１００において、視線情報取得部１０７はユーザ
の視線方向を検出し、この視線方向および位置情報に基づいて、対象ユーザ（メガネ型通
信端末）を示すオブジェクトの位置を決定して、その位置にオブジェクトを重畳表示する
ことができる。これにより、精度のよく、オブジェクトの重畳表示をすることができる。
【０１００】
　また、本実施形態のメガネ型通信端末１００によれば、対象ユーザ特定部１０９は、メ
ガネ型通信端末を保持する対象ユーザの画像データを取得し、取得された画像データと、
実際の対象ユーザとのマッチング処理を行うことにより、表示部１１０の画面内における
対象ユーザの画面位置を特定する。これにより、対象ユーザの表示画面における位置を正
確に把握することができ、そのオブジェクトの重畳表示を精度よく実現することができる
。
【０１０１】
　本実施形態では、ユーザ端末としてメガネ型通信端末を例に説明した。しかしながら、
メガネ型に限定するものではなく、一般的な携帯端末や、スマートフォン型、タブレット
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【符号の説明】
【０１０２】
１００、１００ａ、１００ｂ…メガネ型通信端末、１０１…入力部、１０２…探索条件設
定部、１０３…属性条件設定部、１０４…ユーザ情報取得部、１０５…自ユーザ画像取得
部、１０６…位置情報取得部、１０７…視線情報取得部、１０８…自分・相手関係計算部
、１０９…対象ユーザ特定部、１１０…表示部、１１１…対象ユーザ探索完了通知部、１
１２…対象ユーザキャンセル通知部、２００…サーバ、２０１…ユーザ情報記憶部、２０
２…タスクテーブル記憶部、２０３…情報管理部、２０４…対象ユーザ検索部、２０５…
現在位置情報推定部、２０６…対象ユーザ画像送信部。
 

【図１】 【図２】
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